
遺伝子組換え農作物の安全を確保する仕組み

遺伝子組換え作物に関しては、

①生物多様性への影響は「カルタヘナ法」

②食品としての安全性は「食品安全基本法」
及び「食品衛生法」

③飼料としての安全性は「飼料安全法」
及び「食品安全基本法」

に基づいて、それぞれ科学的な評価を行い、全
てについて問題のないもののみが栽培、流通さ
れる仕組みとなっている。
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